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　　　　　  経済対策要望並びに令和 7年度施策要望特　集

住団連の活動・住宅業界の動向

　連　載

本号の表紙

　カナダのケベックシティからナイアガ
ラまでを結ぶ「メープル街道」は、カナ
ダの国旗にもあるメープルの木が多く植
えられていることから日本人が名付けた
とされています。カナダでは街道沿いに
史跡が点在しているため「ヘリテージ街
道」と呼ばれています。その街道沿いで
も特に紅葉で有名な場所として挙げられ
るのが、リゾート地であるローレンシャ
ン高原にある小さな街「モン・トランブ
ラン」です。
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　8月 29日、芳井会長及び副会長３名が斉藤国土交通大臣を訪問し、経済対策及び
令和 7年度施策に関する要望を行った。なお、これに先立って、8月 23日に住宅局
長はじめ同局幹部に要望を行ったほか、同日に同省不動産・建設経済局、9月 3日に
経済産業省、農林水産省（林野庁）、9月 5日に環境省及び厚生労働省を訪問して要
望を行なった。
　そして、国土交通省・環境省・経済産業省より予算概算要求や税制改正要望が公開
された。
　本特集では本年度の住団連の要望活動と、各省の令和 7年度予算概算要求及び税制
改正要望の主要事項を確認していく。

経済対策要望並びに令和7年度施策要望経済対策要望並びに令和7年度施策要望特 集

経済対策要望並びに令和 7年度施策要望（税制・予算・規制合理化）要　望

令和 7年度国土交通省税制改正要望事項（関連項目抜粋）要　望

令和 7年度住宅局関係予算概算要求概要（関連項目抜粋）要　求

令和 7年度環境省予算概算要求概要（関連項目抜粋）要　求

令和 7年度経済産業省予算概算要求概要（関連項目抜粋）要　求
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経済対策要望並びに令和7年度施策要望経済対策要望並びに令和7年度施策要望
（税制・予算・規制合理化）（税制・予算・規制合理化）

１．住宅需要喚起のための切れ目のない支援
　子育てエコホーム支援事業、窓リノベ 2024 事業、
給湯省エネ 2024 事業、賃貸集合給湯省エネ 2024
事業について、現下の厳しい住宅市場環境において
2050 カーボンニュートラル実現、2030 年からの
ZEH 水準標準化の目標に向けて、ブランクが生じな
い切れ目のない支援を実現するよう必要十分な予算
の追加を図られたい。
　その際、ZEH の普及状況を踏まえ、さらなる性能
の向上への誘導に向けた支援の充実と ZEH 水準対応
の遅れている建売り、賃貸の底上げ等裾野の拡大に向
けた支援のあり方の検討・実現を図られたい。
　また、様々な事業形態に応じて支援策が年間を通じ
て安定的に活用可能となる方策を検討されるととも
に、営業現場において混乱が生じないよう、予算確保
に向けた方針の早期情報公開をお願いしたい。

経済対策要望

住宅税制の抜本見直し

１．住宅税制の抜本見直しに向けた検討
　国が目指す本格的なストック型社会（良質な住宅を
つくって、適切に維持管理し、市場で流通させながら、
長期にわたって活用する社会）に適した住宅税制の構
築に向け、消費税課税方式の見直しや流通税の廃止を
含む住宅税制の抜本的見直しに向けた検討を加速・本
格化されたい。

１．住宅ローン減税制度の借入限度額の維持等
　住宅ローン減税制度において、令和 6年限りの措
置として子育て世帯および若者夫婦世帯が新築住宅
等に入居する場合、認定住宅（長期優良住宅・低炭素
住宅）、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅に
ついては令和５年入居の借入限度額の水準が維持さ
れたが、令和７年入居から減額されることとなってい
る。建築コストが上昇し実質賃金が減少を続ける中こ
れが実施されると、子育て世代の住宅の取得が一層困
難となり、その結果住宅市場に更なるダメージを与え
ることが懸念されることから、認定住宅（長期優良住
宅・低炭素住宅）、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準
適合住宅については、令和７年入居においても借入限
度額を維持・継続されたい。また、床面積が 40㎡以
上 50㎡未満の住宅においても、現行の特例措置を継
続実施されたい。

良質な住宅を取得しやすい環境の維持

２．既存住宅の子育て対応リフォームに係る特例措置の継続（所得税）
　リフォーム促進税制制度において、子育て世帯等の
居住環境を改善するために、令和６年限りの措置とし
て、子育てに対応したリフォームに係る所得税の特例
措置が創設された。建築コストが上昇し実質賃金が減
少を続ける中、子育て世帯等の居住環境の改善を支援
するため、令和７年においても継続されたい。

３．買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置の継続（不動産取得税）
　買取再販事業者が既存住宅を取得し一定のリフォー
ムを行う場合、以下の特例措置を継続されたい。
①住宅部分
　築年数に応じて、一定額を減額
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４．サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の継続（固定資産税・不動産取税）
　高齢者が安心して暮らせる住宅ストックが不足し
ていることから、在宅医療・介護の場となるサービス
付き高齢者向け住宅の供給を促進することにより、高
齢者に適した住まいの確保を図るため、以下の特例措
置を継続されたい。
①不動産取得税（家屋）
　課税標準から 1,200 万円控除 /戸
②不動産取得税（土地）
家屋の床面積の 2倍にあたる土地面積相当分の価
額等を減額
③固定資産税（家屋） 
1/2 以上 5/6 以下の範囲内で条例で定める割合
を５年間減額

５．分譲共同住宅の取得に係る税制特例要件の合理化（固定資産税・不動産取得税・登録免許税 )
　小規模世帯の増加、多様なライフスタイルに対応し
た良質な住宅の整備を促進するため、良質な分譲共同
住宅を取得する場合の以下に掲げる税制特例措置に
係る面積要件を合理化（50㎡以上→ 40㎡以上）され
たい。
①新築住宅に係る固定資産税の減額措置
②不動産取得税の減額措置
③登録免許税の減額措置

１．ZEH補助制度の拡充（補助）
　ZEH 補助制度は、カーボンニュートラル実現のた
めの重要施策であり、子育てエコホーム支援事業の
対象とならない取得層においても、ZEH の整備が促
進されるよう、ZEH補助制度を継続されたい。また、
より高度な ZEH 整備に対する補助額の割増等、制度
の拡充を図られたい。併せて、通年での募集の実現に
より、幅広い顧客層への制度利用機会の拡大を図られ
たい。
①補助要件を満たす全ての ZEH整備を支援できる十
分な規模の予算確保及び一戸当たり支援額の増額
②高度な ZEH の整備に対する支援の拡充及び省エ
ネ性能実現の難易度に応じた段階的なインセン
ティブを付与するための補助額の再整理
③通年での補助申請・補助金交付等の完全実現
④申請手続きの一層の簡略化・迅速化

カーボンニュートラルの実現に向けて

２．省エネ性能等、質の高い賃貸共同住宅に対する支援策の拡充（補助）
　持家に比べて省エネ性能の向上が進んでいない賃貸
共同住宅について、カーボンニュートラルの実現に向
けた目標である 2030 年の ZEH 水準の標準化を実現
するため、ZEH、長期優良住宅の普及等、省エネ性能
の向上を図ることは必要不可欠の課題であり、性能に
応じたインセンティブを付与する等の支援策の整備・
拡充を図られたい。
①賃貸共同住宅について、ZEH- Ｍの一戸当たり補
助額の増額
②賃貸住宅における長期優良住宅の普及を促進する
補助制度の創設

　また、子育て世帯の安心な住まいの実現を促進させ
るために、子育て支援型共同住宅推進事業の拡充を図
られたい。
①エレベーターを設置した場合の補助（新築時）に
ついての検討（ベビーカー使用等のため）
②妊娠中の夫婦等への入居対象者の拡大

②敷地部分
一定の場合※に、住宅の床面積の２倍にあたる土
地面積相当分の価額等を減額
※対象住宅が安心Ｒ住宅である場合又は既存住宅売買瑕疵担
保責任保険に加入する場合

６．印紙税の廃止
　住宅事業環境の維持・改善、国民の住宅取得コスト
の上昇抑制のため、印紙税を廃止されたい。
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４．省エネ基準適合義務化の円滑施行に向けて
　2025 年 4月より、建築確認特例の対象の縮小（い
わゆる４号特例の見直し）と省エネ基準適合の全面義
務化が同時に施行されることが予定されている。これ
らの法改正により、審査特例を受けない新築・増改築
及び大規模修繕・模様替えに該当するリフォーム工事
の建築確認申請件数が増大すること、また、住宅にお
いても省エネ適判手続きが必要になることから、審査
手続きの混乱や遅延が生じることが懸念される。
　審査の内容と方法の合理化（住宅性能評価書等を活
用することによる省エネ適判審査の合理化、申請・審
査手続きのDX化等）を進めていただいているが、具
体的な手続きについて早期に情報提供・周知広報され
る等、円滑な施行に向けた万全な準備をお願いした
い。

１．買取再販住宅で扱われる住宅の取得に係る各種税制特例措置の適用（所得税・固定資産税）
　既存住宅の大規模な改善が可能な買取再販の仕組
みを活用して、良質な既存住宅ストックの整備と流通
を促進するため、買取再販住宅を取得する場合におい
ても、以下のリフォーム促進税制の特例措置が適用で
きるようにされたい。
①所得税（耐震、省エネ、バリアフリー、長期優良
住宅化、三世代同居、子育て） の減額措置
②固定資産税（耐震、省エネ、バリアフリー、長期
優良住宅化）の減額措置

住宅ストックの有効活用の促進

２．既存住宅の改修に係る特例措置の拡充（所得税・固定資産税）
　ストック型社会の構築に向け、既存住宅ストックの
環境性能の改善を図り、有効活用することは、カーボ
ンニュートラル実現のために重要であり、改修のイン
センティブとして特例措置を継続するとともに、対象
工事の拡大等、拡充を図られたい。また、制度が複雑
になっており、簡素化を図られたい。なお、買取再販
住宅を取得する場合においても、特例措置が適用でき
るように拡充されたい。
①制度の簡素化
リフォーム促進税制について、リフォーム種別毎
に設定されている必須工事の工事限度額の改善
②対象工事の拡大
浸水対策改修、節水・節湯型設備改修
③リフォーム促進税制の拡充
省エネ改修において ZEH 水準省エネ住宅の最大
控除額拡充
④耐震改修に係る在来木造住宅の建築年要件の
　合理化（1981 年以前→ 2000 年以前）
⑤バリアフリー改修に係る年齢要件の廃止
⑥固定資産税の軽減期間大幅拡充 
1 年→３年または５年

３．既存の認定長期優良住宅の取得に係る税制特例の創設
　認定長期優良住宅の普及を促進するためには、既存
の認定長期優良住宅が適切に維持されて、次の所有者
に引継がれること（流通）が求められている。同住宅
の整備（既存住宅の認定長期優良住宅化および建築行
為を伴わずに認定された長期優良住宅を含む）及び流
通の促進、適切な維持管理の推進を図るため、既存の
認定長期優良住宅を取得した者に対してのインセン
ティブとして、以下に掲げる税制特例措置を創設され
たい。
①投資型減税（所得税）
②固定資産税の減額措置
③登録免許税の減額措置
④不動産取得税の減額措置

３．部分断熱改修の実証成果を踏まえた促進策の検討
　部分断熱改修の実証実験で得られた知見（令和 6
年 6月 28 日公開）を踏まえ、住生活上の改善が認め
られたと評価された等級 4相当、等級 5相当の部分
断熱改修の普及を図るため、活用できる支援制度にお
いて、さらなるインセンティブの設定について検討さ
れたい。
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４．既存住宅ストックの有効活用推進
（１）既存住宅の省エネ改修補助制度の継続・拡充・

創設（補助）
　2050 年カーボンニュートラルの実現のためには、
既存住宅ストックの省エネ性の向上が不可欠であり、
省エネ性の向上に資するリフォームに対する支援制度
をさらに拡充されたい。また、既存住宅の改修補助制
度は多岐に亘っているため、わかりやすく且つ使いや
すくなるよう制度の整備・改善を図られたい。
①子育てエコホーム支援事業を継続の上、予算増額
および補助対象工事の拡大
②住宅エコリフォーム推進事業を再実施し、部分断
熱に資する対象工事の拡充を図り、部分改修にて、
温熱環境改善や節水等設備の効率化をより一層推
進するため、性能段階に応じた補助額の設定等の
制度拡充および補助対象の拡充
③太陽光発電設備・EV充電設備の補助制度の創設
および家庭用蓄電池・V2H の補助制度の大幅拡
充

（２）既存住宅の防災性・レジリエンス性向上に資す
る改修支援制度の拡充（補助）

　近年、災害が激甚化・頻発化している状況等を踏ま
え、住宅ストックの耐震性能を向上させるために住宅・
建築物耐震改修事業を継続・拡充し、さらに防災性能
およびレジリエンス性能の向上を図るため、以下の②
③の改修工事を補助対象として拡充されたい。
①住宅・建築物耐震改修事業における一戸当たり支
援額の増額
②防災性向上のための改修工事（地震、台風、水害、
火災等への備え）
③レジリエンス性向上のための改修工事（電力・水・
防災備蓄スペースの確保）

（３）長期優良住宅化リフォーム推進事業の継続・　
拡充（補助）

　長期優良住宅等、良質な住宅ストックの形成を引続
き促進するとともに、良質な新築住宅の取得が困難な
世帯の住生活の向上を図るため、本事業を継続すると
ともに、限度額および予算額の増額、申請手続きの迅
速化を図られたい。

５．既存ストックの有効活用の観点からの建築基準法等の改善の要望
　既存ストックの有効活用の観点からの建築基準法
等の改善について昨年度の要望に関するこれまでの
検討の経過を踏まえ、以下の３項目について、引き続
き検討をお願いしたい。

（１）検査済証関係に関する「戸建住宅用ガイドライ
ン」について

　紛失等により検査済証のない建築物について増改
築やホームエレベーターの設置を行う場合に必要と
なる建築基準法適合状況調査について、新たに「戸建
住宅」用ガイドラインの検討が進められている。引き
続き意見調整の機会を設けつつ検討を進め、成果を得
るとともに、鉄骨造・RC造についても対象に加える
よう検討を継続されたい。

（２）大規模修繕関係の「低層住宅の階段架替え」の
緩和について

　階段の架替えは、大規模修繕に該当することから、
実施に際し、修繕箇所以外についても建築基準法に適
合させる必要があることから、高齢社会において求め
られる階段の緩勾配化や上曲がり階段の修繕に膨大
な費用と手間を要することとなる。こうした手続きの
改善について、低層住宅における安全対策等を含めて
検討されたい。

（３）長期優良住宅認定関係の改善の早期実現
　新築時の認定長期優良住宅については、リフォーム
工事で増改築、設備機器の取り替え時等では、実施後
の性能が引続き認定基準を満たすことが求められ、そ
の証明に要するコストが過大であるため認定取消し
を選択することがある。リフォーム後の性能が認定基
準に適合することの確認を建築士が行えば足るよう
にする等、手続きの簡素化に向けた検討を早期に進め
られたい。

経済対策要望並びに令和 7年度施策要望（税制・予算・規制合理化）

　また、早期に予算上限に達する状況となっており、
十分な予算確保とともに、「戸建」と「集合住宅」の
予算枠を分割し、予算進捗のタイムリーな公表等、執
行上の工夫を図られたい。
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１．花粉症対策に資する国産木材の利活用促進に向けた補助制度等の整備（補助）
　花粉症対策における「発生源対策」として、スギ材
を中心とした国産木材の大幅な利活用促進が必要と
なるが、供給サイド（川上）、流通サイド（川中）、需
要サイド（川下）のいずれにおいても、解決すべき多
くの課題が存在しており、速やかにそれらの解決に向
けた各種補助制度等の支援策を整備されたい。

その他の政策テーマに係る要望

２．地方創生及び居住ニーズ多様化への対応
（１）二地域居住促進策に対する補助の創設（補助）
　地方における交流人口の増大、大都市郊外住宅地の
再生、空家の有効活用等により地方創生を推進するた
め、二地域居住のために２つ目の住宅を取得・賃借す
る場合に利用可能となる補助制度を創設されたい。

３．住宅事業環境の維持・向上
（１）事業者連携型の地域における住宅供給体制の　

維持支援（補助）
　建設資材の高騰によるリスクを抱える中、地域にお
ける中小住宅生産者と関連事業者等の連携による木造
住宅の生産体制を強化し、ZEH 等（木質バイオマス
等を活用した LCCM住宅を含む。）の省エネ性能や耐
久性等に優れた良質な住宅の整備を促進してきたとこ
ろであるが、本年１月の能登半島地震を踏まえると、
地域の防災性・レジリエンス性の向上のため、既存事
業の枠組みの充実を行いつつ、補助単価の引き上げ、
省エネ計算外注費用の補助対象化を行われたい。ま
た、申請時のスキームにおけるグループ化の要件につ
いて、柔軟な対応をお願いしたい。

（２）サービス付き高齢者向け住宅整備事業の継続・
拡充（補助）

人口・世帯数が共に減少する中にあって、単身高
齢者世帯を中心に高齢者世帯は引き続き増加を続け、
サービス付き高齢者向け住宅の必要性はさらに高まっ
ているものの、共用部分や防災設備の整備コスト、見
守りサービス等に係る人材コスト等のために供給が進

み難い状況にある。また、夫婦世帯や自立者向けの広
めの住戸の需要があるものの、現行の上限家賃により
家賃の高い広めの住戸は支援を受けられず、多様な
サービス付き高齢者向け住宅の供給が行われ難い状況
となっている。このことから、本事業を継続するとと
もに、以下の制度の拡充を図られたい。また、併せて
申請手続きの簡素化も図られたい。
①限度額を引上げの上、見守り・通報システム、
IoT 設備機器等の設置費用を補助対象に追加され
たい。
②現行制度に面積要件を新設し、広めの住戸を支援
対象とされたい。

（例）18㎡～ 16 万円×市町村立地係数、30㎡～ 
25 万円×市町村立地係数の２段階で上限家
賃額を設定

（３）住宅性能等の向上に資する建替え・移転等に係
る既存住宅除却支援制度の創設（補助）

　継続活用することが困難な住宅ストックの建替えや
災害リスクの高い区域からの移転の促進、空家発生の
防止を図るため、以下に掲げる既存住宅の解体除却工
事に対する補助制度を創設されたい。
①建替えのために行う耐震性の劣る既存住宅の解体
除却工事
②環境性能の高い住宅への建替えのために行う省エ
ネ性の劣る既存住宅の解体除却工事
③災害リスクの高い区域から安全な区域への移転の
ための既存住宅の解体除却工事
④相続後居住予定のない空家の解体除却工事

（４）環境・ストック活用推進事業の継続（補助）
　住宅産業の技術力や生産性の向上、住宅ストックの
性能向上等のために行う、IoT・AI 等の先端技術の活
用、DXの推進、部分的な ZEH化やレジリエンス性向
上等のための技術開発に係る取組みを推進するため、
本事業の補助対象を拡充し、継続されたい。また、中
小事業者等のDXの普及・推進のためのシステム等へ
の導入支援を行われたい。

（５）大工技能者育成等の取組みに対する支援の継続
（補助）

　良質な住宅ストックの整備及び維持管理が将来にわ
たって継続的に行えるよう、若年者の住宅産業への参
入を促して必要な建築技術者を確保することが喫緊の
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経済対策要望並びに令和７年度施策要望（税制・予算・規制合理化）

課題となっているものの、これまで若年建築技術者育
成の中核を担ってきた中小工務店が独力でこれを続け
ることはコスト面で困難な状況にある。このため、若
年技術者の育成コストに見合った補助単価の引上げや
補助方式の改善を行われたい。

４．改正石綿障害予防規則の円滑な推進のための改善要望
　改正石綿障害予防規則の施行から 2年が経過し、
この間の現場における制度の実施状況を踏まえ、より
円滑な推進に向け、以下の改善を図られたい。

（１）事前調査に係る資格要件の緩和
①有資格者の確保が円滑に図られるよう、資格取得
要件の緩和、受講に係る諸負担の軽減
②有資格者の調査技能のレベルアップのためのフォ
ロー体制の構築

（２）調査不要工事の明確化と調査結果報告の簡略化等
①調査不要工事の範囲の拡大と明確化及びその内容
の公開
②調査報告書の簡略化、書類保管期間の縮小、石綿
含有の有無が容易に判別できる対象商品一覧の公
表等調査作業の容易性向上

５．安全衛生教育の実技教育の実施方法の多様化
　安全衛生教育の実技教育について、現状は対面形式
が必須であるが、リモート会議アプリを活用した実施
についても可能とされたい。

６．労災保険の労務費率見直しについて
　「請負による建設の事業」における労務費率 (23％ )
は、住宅現場では実態との乖離が大きいことから、工
場化比率に応じた労務費率の設定を検討されたい。
　工場化比率に応じた労務費率の軽減
　（工場化比率 50％の場合 1/2 等）

７．電気施工管理技士の受検新制度における実務経験の緩和について
　電気施工管理技士の新受検資格では、工事種別が電
気工事の請負契約のみ実務経験としてカウントできる
ように変更されたため、住宅建設工事における元請事
業者においては実務経験の積み上げが困難となること
が想定されることから、旧受検資格の考え方に戻すこ
とを含め、対応を検討されたい。

８．建設キャリアアップシステム（CCUS）を普及推進させるための更なる改善について
（１）CCUS が設定している能力評価の工種の拡大
住宅建設現場で就労している技能者には多能工も多
く、能力評価申請を受け付ける能力評価団体が存在し
ない場合が多い。併せて「登録基幹技能者」の設定も
ない工種も多いことから、能力評価が受けられる工種
を早急に増やし、住宅建設現場で就労する多くの技能
者が、能力評価を受けられるよう改善を図られたい。

（２）CCUS が蓄積したデータの労務管理、安全管理、
業務改善への活用について

CCUS に蓄積されているデータを元請へ開示し、元
請としての労務管理の省力化、法令遵守の取り組みに
活用できるよう改善を図られたい。
＜開示提供を希望する情報＞
①外国人労働者の情報
②一人親方の情報
③社会保険の加入対象者か否か
④一人親方に関する特別労災保険の加入情報
⑤技能者ごとの CCUS のレベル取得情報
⑥建退共（技能者のための退職金制度）の加入有無
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令和7年度 国土交通省税制改正要望事項令和7年度 国土交通省税制改正要望事項
（関連項目抜粋）（関連項目抜粋）

１．豊かな暮らしの実現と個性をいかした地域づくり

主要項目

（１）観光立国の実現
① 外国人旅行者の利便性向上、免税店の事務負担
軽減等を踏まえた免税制度の見直し（消費税等）

（２）不動産市場の活性化
① リート及び特定目的会社が取得する不動産に係
る特例措置の延長（登録免許税・不動産取得税）

② 不動産特定共同事業において取得される不動産
に係る特例措置の延長（登録免許税・不動産取
得税）

（３）産業の生産性の向上、国際競争力の強化
① トラック、内航貨物船、機械装置等に係る中小
企業投資促進税制の延長（所得税・法人税等）

② 国際戦略港湾等の荷さばき施設等に係る特例措
置の延長（固定資産税等）

２．持続的な経済成長の実現
（１）住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の

確保
① 住宅ローン減税等に係る所要の措置（所得税等）
② 老朽化マンションの再生等の円滑化のための組
合による事業施行に係る特例措置の創設・拡充
（法人税等）

③ 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマン
ションに対する特例措置の延長（固定資産税）

④ 買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置
の延長（不動産取得税）

⑤ サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の   
延長（不動産取得税・固定資産税）

（２）都市の魅力の向上と活力ある地域づくり
① 2027 年国際園芸博覧会の円滑な開催に向けた所
要の措置（法人税・所得税・不動産取得税・固
定資産税・自動車税等）

② 脱炭素都市再生整備事業を促進するための民間
都市開発推進機構の金融支援業務に係る特例措
置の拡充（法人税等）

③ 半島及び離島における工業用機械等に係る割増
償却制度の延長（所得税・法人税）

④ 鉄道事業再構築事業において取得される施設等
に係る特例措置の延長（固定資産税等）
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３．安全で安心な社会の実現
（１）災害に強い強靱な国土・地域づくり
① 鉄道の豪雨対策の促進に係る特例措置の創設（固
定資産税）

② 港湾における民有護岸の改良等の促進に係る特
例措置の拡充・延長（固定資産税）

③ 防災上重要な道路の無電柱化のために新設した
地下ケーブル等に係る特例措置の延長（固定資
産税）

④ 貯留機能保全区域の指定に係る特例措置の延長
（固定資産税等）

（２）安全で安心な交通インフラの実現
① 先進安全技術を搭載したトラック・バス車両に
係る特例措置の延長（自動車税）

② ノンステップバスやユニバーサルデザインタク
シー等のバリアフリー車両に係る特例措置の延
長（自動車税）

③ 鉄軌道駅のバリアフリー施設に係る特例措置の
延長（固定資産税等）

④ 低炭素化等に資する旅客用新規鉄道車両に係る
特例措置の延長（固定資産税）

１．豊かな暮らしの実現と個性をいかした地域づくり　（１）住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保①
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１．豊かな暮らしの実現と個性をいかした地域づくり　（１）住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保②

１．豊かな暮らしの実現と個性をいかした地域づくり　（１）住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保③
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令和 7年度 国土交通省税制改正要望事項（関連項目抜粋）

１．豊かな暮らしの実現と個性をいかした地域づくり　（１）住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保④

１．豊かな暮らしの実現と個性をいかした地域づくり　（１）住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保⑤
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令和7年度 令和 7年度 住宅局関係予算概算要求概要住宅局関係予算概算要求概要
（関連項目抜粋）（関連項目抜粋）

基本方針

（１）住まい・くらしの安全確保、良好な市街地環境の整備 （耐震化の加速／レジリエンス向上）
（２）既存ストックの有効活用と流通市場の形成 （マンション対策／空き家対策／ストック対策）
（３）住宅・建築物における脱炭素対策 等（省エネ性能向上／ライフサイクルカーボン／木材利用の促進）
（４）誰もが安心して暮らせる多様な住まいの確保（こども・子育て／セーフティネット／バリアフリー）　　
（５）住宅・建築分野の DX・生産性向上の推進等（建築 BIM／建築確認のオンライン化／国際展開）

重点施策のポイント

予算概算要求総括表
（単位：億円）

注 .　計数はそれぞれ四捨五入しているため、端数において合計とは一致しない場合がある。

主要事項

１．住まい・くらしの安全確保、良好な市街地環境の整備
令和６年能登半島地震の被害を踏まえ、防災・減災
対策を強化する。

（１）耐震化の加速
〇 住宅・建築物の防災対策にかかる緊急支援
　・住宅の耐震化支援等を緊急的に強化し、事前防
災を加速

〇 木造密集地域における耐震化支援の強化

〇 緊急輸送路沿道のテナントビル等の耐震化支援
の強化

〇 公営住宅の旧耐震ストック等の除却支援の強化

（２）災害へのレジリエンスの向上
〇 防災拠点のレジリエンス向上支援の強化
〇 住宅のレジリエンス向上のモデル的取組への　
     支援

事項

国費

令和 6年度要求・要望額 前年度予算額 対前年度倍率うち「重要政策推進枠」
（A） （B） （C） （A／ C）

住 宅 対 策 1,869.05 467.26 1,557.54 1.20

都 市 環 境 整 備 100.92 25.23 84.09 1.20

災 害 復 旧 等 1.01 0.00 1.01 1.00

公 共 事 業 関 係 計 1970.98 492.49 1,642.64 1.20

行  政  経  費 117.12 29.18 97.63 1.20

合 計 2,088.10 521.67 1,740.27 1.20
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２．既存ストックの有効活用と流通市場の形成
老朽マンション対策をはじめ、適正な維持管理等を
通じた既存ストックの長寿命化と更新を促進すること
により良質な住宅ストックの形成を推進する。

（１）マンション対策の強化
〇 総合的なマンション対策の推進
・マンションの長寿命化等に向けた先導的な取組
への支援の強化

・地方公共団体における老朽マンション対策への
支援

〇 高経年マンションの再生等への融資

（２）空き家対策・郊外住宅団地再生への支援
〇 空き家の除却・活用促進への支援
〇 民間主体の郊外住宅団地の再生支援の強化

（３）良質な住宅ストックの形成
〇 長期優良住宅のさらなる普及への支援

３．住宅・建築物における脱炭素対策等
2050 年カーボンニュートラルの実現に向け、住宅・
建築物分野の脱炭素化を促進するため、省エネ対策に
加え、建築物のライフサイクルカーボン削減に向けた
取組を推進する。

（１）省エネ性能向上の促進
〇 既存住宅・建築物ストックの省エネリフォーム
の促進
・公営住宅・UR 賃貸住宅の省エネリフォームへ
の支援

・長期優良住宅化リフォームへの支援
・既存住宅・建築物の省エネリフォームへの支援
〇 新築住宅・建築物の省エネ性能の引上げ

（２）ライフサイクルカーボン算定・評価の推進
〇 ライフサイクルカーボン削減に向けた取組の推進
・ BIM と連携したライフサイクルカーボンの算
定・評価（LCA）等への支援

（３）木材利用の促進
〇 木造建築物等の規制合理化に向けた基準整備
〇 優良な木造建築物等の整備への支援

※LCA…ライフサイクルアセスメント（ライフサイクル全体の
環境負荷を定量的に評価すること）

４．誰もが安心して暮らせる多様な住まいの確保
誰もが安心して暮らせる多様な住まいの確保に向
け、子育て世帯等が安心して暮らせる住まいの実現や
住宅セーフティネット機能の強化を図る。

（１）こども・子育て対策
〇 大規模公的賃貸住宅の建替えと併せた子育て支
援施設の整備への支援

〇 公営住宅ストック等の子育て活用
・子育て世帯向け改修への支援
〇 民間住宅ストックの子育て活用
・子育て世帯向け共同住宅への支援

（２）住まいのセーフティネット
〇 居住サポート住宅を含むセーフティネット住宅に
おける家賃債務保証料等の低廉化支援の強化

〇 居住支援法人等による居住支援活動への支援

（３）バリアフリー
〇 既存建築物のバリアフリー改修等への支援

５．住宅・建築分野のＤＸ・生産性向上の推進等
社会全体のデジタル化に向け、住宅・建築分野にお
ける IT 活用等の新技術実装等を進め、生産性の向上
を目指す。

（１）DX等の推進による生産性向上
〇 LCA 算定等に必要な建築 BIM導入の加速化
〇 IoT 技術を活用した住宅の普及への支援

（２）建築行政手続等のDXの推進
〇 建築確認のオンライン化、建築 BIMによる建築
確認の推進

〇 空き家データベースシステムの整備
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６．その他
（１）金利変動への対応
〇 固定金利型住宅ローンへの借換え円滑化
・ 質の高い住宅の取得者に対し「フラット 35 借
換」による支援を実施

（２）住宅・建築分野の国際展開
〇 新興国等における事業展開への支援

個別施策
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令和 7年度 住宅局関係予算概算要求概要（関連項目抜粋）
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令和 7年度 住宅局関係予算概算要求概要（関連項目抜粋）
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令和 7年度 住宅局関係予算概算要求概要（関連項目抜粋）



2020
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令和 7年度 住宅局関係予算概算要求概要（関連項目抜粋）
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令和 7年度 住宅局関係予算概算要求概要（関連項目抜粋）
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令和7年度 環境省予算概算要求概要令和7年度 環境省予算概算要求概要
（関連項目抜粋）（関連項目抜粋）

重点施策項目と個別施策

重
点
施
策
項
目

１．社会課題解決による持続可能な成長の推進 ～時代の要請への対応～
　１－１．「新たな成長」を導く持続可能な生産と消費を実現するグリーンな経済システムの構築
　１－２．自然資本を基盤とした国土のストックとしての価値の向上
　　（１）自然資本を維持・回復・充実させるための国土利用とそのための情報基盤整備
　　（２）自立・分散型の国土構造の推進
　　（３）「ウェルビーイング／高い生活の質」が実感できる都市・地域の実現
　１－３．環境・経済・社会の統合的向上の実践・実装の場としての地域づくり
　１－４．「新たな成長」を支える科学技術・イノベーションの開発・実証と社会実装
　１－５．環境を軸とした戦略的な国際協調の推進による国益と人類の福祉への貢献
２．公害や災害を乗り越える地域が共生する社会に向けた取組～不変の原点の追求～
　２－１．「ウェルビーイング／高い生活の質」を実感できる安全・安心、かつ、
　　　　　健康で心豊かな暮らしの実現
　２－２．東日本大震災、能登半島地震からの復興・創生及び今後の大規模災害への備え
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令和 7年度 環境省予算概算要求概要（関連項目抜粋）
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個別施策

令和 7年度 経済産業省予算概算要求概要令和7年度 経済産業省予算概算要求概要
（関連項目抜粋）（関連項目抜粋）
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　住団連では、ストック型社会に相応しい住宅税制を目指し再構築する目的で、中長期を展望し今後の住
宅税制のあり方を示すものとして「住宅税制の抜本的見直しに向けた提言」を取りまとめている。
　　住宅税制の抜本的見直しの方向（概要）

住宅税制を考える 住宅税制を考える ～ vol.2 ～～ vol.2 ～

欧米主要国の消費税や住宅取得促進制度を含む住宅税制、　欧米主要国の消費税や住宅取得促進制度を含む住宅税制、　
カーボンニュートラルに向けた住宅関係支援制度について①カーボンニュートラルに向けた住宅関係支援制度について①

　本誌にて 2022年秋号から 2023年夏号までシリーズ 1回目として全 4回にわたり、学識経験者
による税目ごとの「問題点と抜本的見直しの方向性」についての寄稿を掲載いたしました。今回は前
回に引き続き「住宅税制の抜本的見直しに向けた提言」を普及することを目的に、シリーズ 2回目「住
宅税制を考える～ vol.2 ～」として、住宅税制・金融委員会 勉強会の内容をレポートします。

提言本文は
こちらから

- 第 3回 - - 第 3回 - 
　「住宅税制・金融委員会 勉強会」　講演レポート

　　「 住 宅 税 制 の 抜 本 的 見 直 し に 向 け た 提 言 」  と は　
ReviewReview

　 消費税1
・将来的には住宅サービスの消費への課税に移行すべき
・但し、実現には多くの課題があるので、当面の対応として軽減税率 5%を導入すべき　

　 流通課税２
・不動産取得税、登録免許税、印紙税は廃止すべき

　 固定資産税３
・固定資産税は建物への課税を廃止し、土地の課税に一本化すべき

　本号では、住宅税制・金融委員会 勉強会として全 3回にわたって実施した「欧米主要国の消
費税や住宅取得促進制度を含む住宅税制、カーボンニュートラルに向けた住宅関係支援制度につ
いて」（概要は下記参照）の中の次第１と 2を掲載する。次第 3については、次号に掲載する。

■勉強会概要
 【開催日】① 2023年 10月 18日　② 2024年 1 月 11日　③ 2024年 2月 16日　
 【講　師】株式会社ニッセイ基礎研究所 土地・住宅政策室 篠原　二三夫 氏
 【次　第】
１．欧米諸国における消費税等調査の成果について
　　～各国における住宅に対する課税措置及び背景～
２．欧米主要国の住宅市場の現状
３．欧米主要国の消費税を中心とする住宅税制や取得促進制度の比較
※図1～ 8は当日の資料を一部抜粋・引用して掲載
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１．はじめに
　今後実施されるであろう消費増税時に向けて、我々
が軽減税率等の負担軽減や抜本的な改正を要望するに
あたり、欧米主要国における消費税や補助金・支援策
を含めた住宅取得促進制度、その他の住宅税制など、
関連する制度の背景や現状を把握し、関係者との折衝
に資する情報として備えたい。

（１）調査の概要
　まずは、住団連で実施した欧米諸国における消費
税等調査について振り返ってみる。住団連では 2000
年頃から主要各国の住宅税制に関する比較調査を行
なってきたが、直近の比較調査報告書として 2013 年
3月に「欧米諸国における住宅消費課税制度の概要と
背景 ̶負担軽減措置の比較調査̶ 」をとりまとめた。
これには、「主要各国の住宅税制に関する比較調査」
（2012 年 3月）と「米英独仏伊５ヵ国現地調査」（2012
年９～ 10 月）の２つの調査内容が集約され、広報・
折衝活動のために活用されている。「主要各国の住宅
税制に関する比較調査」では、米国・英国・ドイツ・
フランス・スウェーデン・カナダ・ニュージーランド・
韓国の計８ヵ国を対象に、消費税・流通税・保有税（固
定資産税等）の税目と住宅取得促進制度について調査
を行ない、住宅取得段階と保有段階における税負担を
比較した。続く 2012 年９月の調査では、米国・英国・

２．欧米諸国における消費税等調査の成果

ドイツ・フランス・イタリアの５ヵ国を対象に現地で
の聴取・調査を実施した。

（２）欧米諸国の消費税負担とその背景
　小冊子の１ページ目に掲載した主要国の住宅消費税
負担の比較を見ていただきたい（【図 1】）。これは消
費税率を比較したものである。各国の消費税導入の背
景を含めて紹介する。
　米国では、持家取得がアメリカンドリームとされ、
その実現を支える法制度として全米住宅法（National 
Housing Act of 1949）などが制定され、住宅政策の
基盤とされてきた。米国は多民族で構成されるという
観点も含め、人々が定着し、安定したコミュニティ
が形成されやすい持家取得支援が重要政策とされた。
1930年代に売上税を導入する以前から、米国では “新
築住宅は投資であり消費ではない ” という考え方に基
づいて、住宅は売上税の課税対象外であった。一部材
料等への小売課税はあるものの、住宅価格に含まれる
税分は 2%程度に留まっている。
　英国では、1973 年に導入された付加価値税以前の
売上税の時点から住宅には課税されていなかったこと
もあり、現在もゼロ税率が継続されている。ゼロ税率
は非課税や課税対象外とは異なり、消費者自身の負
担がないだけでなく、資材・設備等の付加価値税を仕
入れ控除できるため、消費者価格に税分が上乗せされ
ることもない。これを過剰優遇として、EUから指摘
を受けたが、消費者の利益確保と住宅政策が社会政策
の一環であるとの主張によって、1988 年欧州司法裁
判所の裁定の結果、ゼロ税率を継続する権利を獲得し

【図 1】 主要国の住宅消費税負担の比較

アメリカ〈地方税〉
(ニューヨーク市 ) イギリス フランス ドイツ イタリア カナダ〈HST〉

( オンタリオ州 ) 日本

標
準
税
率

10%

住
宅

10%

【2024年現在】
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た。“ ゆりかごから墓場まで ” と言われる英国社会保
障政策の中で住宅政策は社会政策の一環として位置
づけられており、現地調査における面談の際にも「A 
Housing Strategy for England（英国の住宅戦略）」と
いう提言書を紹介された。住宅投資は今後の景気回復
のカギとなり、建築業界の活性化は重要施策であると
の説明も受けた。
　フランスでは、一般住宅は標準税率 19.6%（当時：
現在は 20%）課税だが、リフォームや社会住宅等
には軽減税率 7%（当時：現在は 5.5％または、8%、
10％）が適用されている。国民が等しく適切な住宅
を確保する権利と行政の義務が規定された「居住権法」
を背景に、軽減税率の導入をひとつの方策として、社
会住宅の供給促進が図られた。さらに、適用範囲を従
来の賃貸社会住宅から拡大し、平均年収以上となる中
位所得世帯までを対象とする持家住宅にも適用するこ
とで、どの所得層にも幅広く住宅を供給するユニバー
サルな住宅政策の政策メニューが拡大した。
　ドイツでは、注文住宅の新築やリフォーム工事など
の建設工事には標準税率 19％が適用されるが、土地
と一体となる分譲住宅の新築等は不動産取引として非
課税となる。非課税の場合は資材・設備の仕入れ分の
売上税となる建設工事価格の数％程度が販売価格に上
乗せされ、実質消費者が負担することとなる。不動産
取引を非課税としているのは、売上税法で、付加価値
税との二重課税を回避するよう定められているからで
ある。一方、不動産取引には不動産取得税が課される。
　イタリアでは、一般住宅には特別軽減税率の 4％が
適用され、奢侈な住宅や別荘・2戸目の住宅などは
10％の軽減税率が適用されている。1948 年に施行さ
れたイタリア憲法では、「民間資産である住宅は公共
的・社会的な機能を担い、誰もが利用可能なものとし

（１）新設住宅戸数と出生率
　各国の人口・世帯数の推移をみると、日本は 2011
年から人口が減少傾向にあるが、米国・英国・フラン
スは増加傾向で、ドイツも東西統合で増加した後は微
増・横ばい状態となっている（【図 2】）。
日本の合計特殊出生率は低下を続け、各国で最も低

い 1.3 程度の水準となっている。他の国は全て 1.5 を
超えている。特にフランスは 1990 年代から徐々に回
復し、一時は2.0を超えた。その後は低下傾向にあるが、
2021 年でも各国の中では最も高い水準の 1.8 である。
ドイツも近年上昇傾向にあることがわかる（【図 3】）。

３．欧米主要国（米英独仏）の住宅市場

【図 2】
①各国の人口の推移 ②各国の世帯数の推移

（資料）①United Nations World Population Prospects 2022　　②日本総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」、米国United State Census, Historical Households Tables、英国 Offi  ce 
for National Statistics, Families and households、ドイツ Statistisches Bundesamt , Households and families、フランス Insee, Population censuses （大都市圏）

て法で保証すべき」と規定し、住宅を “ 国民の最優先
財産 ” と位置付けている。こうした背景もあり、イタ
リアの持家率は 80％を超えており、2戸目の住宅を
持つ世帯も多い。
　カナダでは、1991 年から連邦と州政府の共同によ
る統合売上税が導入されているが、税制を簡素化し、
取引を円滑化するために軽減税率は導入されていな
い。その代わりに負担が大きくなる住宅については一
定の税額還付制度が導入されている。これは統合売上
税の導入以前に製造者税や売上税が課されていなかっ
たためで、還付額を考慮すると、実効税率は最大 5.2%
まで軽減される。
　こうした各国の非課税や課税対象外、軽減税率等の
優遇措置の背景には、従前から税金として課税されて
こなかったことや、各国において住宅政策が重要な位
置づけとして広く認識されていることにあるといえる
だろう。
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 【 連 載 】住宅税制を考える ～ vol.2 ～　【第 3回】 欧米主要国の消費税や住宅取得促進制度を含む住宅税制、カーボンニュートラルに向けた住宅関係支援制度について①

　住宅の新設戸数の推移をみると、米国は金融危機後
に急激に減少したが、2010 年以降は回復傾向にあり、
2021 年では 160 万戸となった。次いで日本が 85.6
万戸で米国の約半数を新設した。英国・フランス・ド
イツよりは高い水準である。日本を除く各国はピーク
からは減少しているものの、近年回復傾向にある（【図
4】）。
　ここで、フランスとドイツの新設住宅着工戸数と合
計特殊出生率の推移について注目したい。フランスで
は、1993 ～ 1994 年に合計特殊出生率が 1.66 まで
落ち込んだが、2010 年には 2.02 まで回復した。こ
の背景としては、子ども・子育て支援に GDP の 3.6%
（2017 年時点）に達する大規模な予算を投入したこ
と、週労働 35時間制や事実婚でも社会保障を受けら
れる制度、全所得階層を対象とした住宅援助など、様々

な対策やユニバーサルな政策の実施がある。特殊出生
率と住宅着工の関係をみると、景気などの要因もある
が相関係数は 0.76 程度あり、子ども・子育て政策に
よる着実な人口増と需要増が新築住宅供給にも一定程
度影響している（【図 5】）。
　ドイツは、2001 年以降、出生率・住宅建設認可戸
数ともに上昇傾向にある。賃貸では家賃補助、持家で
は住宅ローン負担といった住宅手当制度があるほか、
持家子ども手当制度が 2018 ～ 2021 年に導入された
こともあり、一度低下していた住宅認可戸数や出生率
が上昇に転じた。当時の持家子ども手当制度は、子ど
も 1人につき 1,200 ユーロを 10 年間援助する制度
で、子どもの人数によって援助額が増え、3人の場合
だと 10 年間で最大 36,000 ユーロとなる。こうした
住宅取得促進策のほかにも 3年間の育児休暇及びそ

【図 3】 日本と米英独仏各国の合計特殊出生率の長期的推移

各国の新設住宅戸数の推移（賃貸住宅を含む）【図 4】

（注）　  ドイツは新設許可戸数。英国の 2020 年、2021 年は年度データ。
（資料）日本国土交通省「住宅着工統計」時系列表利用関係別年次【住宅】利用関係別時系列、米国United State Census, Housing Units Started、英国Offi  ce for National Statistics, 

House building, UK:permanent dwellings started and completed、フランス INSEE, Number of housing starts - Total ‒ France、ドイツ Federal Statistical Offi  ce, Construction work 
completed in structural engineering

（資料）OECD Data, Fertility rates より作成。
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の間の社会保障費免除、18 歳までの児童手当支給な
ど、手厚い子ども対策が講じられている。フランス同
様に景気などの要因もあるが住宅建設認可戸数と出生
率の相関係数は 0.77 となっている。
　一方、日本をみると出生率と住宅着工がともに右肩
下がり傾向にある。出生率を上げるためには、まずは
景気対策、特に子ども対策として、住宅取得や確保に
向けた負担を軽減しつつ、実質所得を上げ、ファミリー
世帯にとって望ましい住宅を取得できる環境を準備す
る必要がある。それがファミリー世帯形成と新たな住
宅建設、供給に相互関係を持ってつながることになる。
昨今、ようやく子ども対策の充実が図られているが、
フランス・ドイツのようにファミリー世帯を支援する

フランスの特殊出生率と住宅着工
【図 5】

ドイツの特殊出生率と住宅認可 日本の出生率と住宅着工

（資料）日本総務省統計局「平成 30 年住宅・土地統計調査｣、米国Housing Vacancies and Homeownership (CPS/HVS) 、英国 English Housing Survey、フランスHousing 2019、ドイツHouseholds in 
owner-occupied property or in rented dwellings, by household structure in dwelling unit, 2018。【図 4】と同じ。

などして、住宅取得や確保に向けたさらなる政策対応
が非常に重要となる。

（２）住宅ストックと空き家
　住宅ストック数でみると、日本は 2018 年の住宅・
土地統計調査によれば約 6,241 万戸、総世帯数は約
5,400 万世帯で 1世帯あたりの住宅戸数は 1.16 戸と
なっている。英国の 2,955 万戸、フランスの 3,706
万戸、ドイツの4,166万戸は比較しうる水準であるが、
大国である米国の 1億 4,213 万戸は自ずと規模が違
う。米国の州ごとにみると、カルフォルニア州、フロ
リダ州、ニューヨーク州が多い（【図 6】）。住宅ストッ
クの内訳として、建て方別の住宅ストック率をみる

各国の住宅ストック【図 6】

（注）　  この世帯数は国勢調査によるもので、【図 1】の住民基本台帳による世帯数とは調査方法が異なるため、数値は一致しない。後者の方が多めになるのは、調査時点において、高齢者や
学生などの住民票移動が遅れたり、行われていなかったりすることが大きいと言われている。

（資料）総務省統計局「平成 30 年住宅・土地統計調査｣、米国商務省センサス局「2021 American Housing Survey」、英国住宅・コミュニティ・地方自治省、フランス環境・持続可能開発・エネルギー
省「Compte du logement」、ドイツ統計局「Bauen und Wohnen-Wohnsituation」

【参考】2023年の住宅・土地統計調査では、
日本の総住宅数は約 6,505 万戸（2018 年
調査比 4.2% 増）、総世帯数は約 5622 万
世帯（同 4.1% 増）、1 世帯あたりの住宅
戸数は 1.16 戸（同 ±0%）となった。
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【 連 載 】住宅税制を考える ～ vol.2 ～　【第 3回】 欧米主要国の消費税や住宅取得促進制度を含む住宅税制、カーボンニュートラルに向けた住宅関係支援制度について①

と、日本で約半数の 44.3% を占める賃貸を含む共同
住宅は米国では 26.3%、英国では 20%、フランスで
は34%である。ドイツの賃貸比率は56.2%である（【図
7】）。
　空き家率をみると、日本が 13.6％であるのに対し、
米国は 12.7% である。需要が高いカリフォルニア州
とニューヨーク州は低いが、季節住宅の多いフロリダ
州は空き家率が高めになっていることがわかる。英国
では、地域的な空き家問題があるものの、全体的に住
宅供給がひっ迫しているため他国よりも低めの 2.6%
である。ドイツはやや低めの 8.2% である。フランス
は全体でみると 18.1% だが季節住宅を除くと 8.3% ま
で低下する（【図 8】）。
　このように、一般住宅と季節住宅の区分、持家と賃
貸の区分、販売や賃貸の在庫程度などによる見方も空
き家率を算出する際には注意を要する。特に、空き家

への対策を考える場合、都市部と地方部の区分も重要
である。都市部では住宅政策で対応する必要性、地方
では空き家を更地にして公園や緑地などとして活用す
るなど、住宅以外の利用や土地政策に近い対応が必要
となるからである。空き家・空き地が増加した理由は
人口・世帯数の減少と高齢化であることは明確であり、
空き家の急激な増加を抑制するために、需要を創出さ
せるための方策も必要である。住環境整備などといっ
た住宅政策と、用途変換を伴う土地政策、これらを上
手く使い分け、時には融合させながら対応していくこ
とが重要である。また、現行の空き家の 3,000 万円
特別控除を継続・拡充していくほか、売主だけではな
く買主も支援できるような幅広い仕組みづくりなど、
もう少し検討の余地があるのではないかと考えられ
る。

（次号②に続く）

各国の建て方別住宅ストック比率【図 7】

（注）　  ここで用いたOECD統計の定義では、2戸建てはセミデタッチとされ、テラスハウスのうち 2戸建て以上は低層でも共同住宅に含まれる。
（資料）OECD Housing market、米国は 2019 年、日本は 2017 年、その他は 2020 年データによる。

各国及び米国 3州の空家率【図 8】

（資料）日本総務省統計局「平成 30 年住宅・土地統計調査｣、米国Housing Vacancies and Homeownership (CPS/HVS) 、英国 English Housing Survey、フランスHousing 2019、ドイツHouseholds in 
owner-occupied property or in rented dwellings, by household structure in dwelling unit, 2018
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ジャパンホーム＆ビルディングショーのご案内ジャパンホーム＆ビルディングショーのご案内（住団連の講演枠あり）（住団連の講演枠あり）

　住宅生産団体連合会は、今年も日本能率協会が主催する「Japan Home & Building Show 2024」に共催団体
として、他の共催３団体（リビングアメニティ協会、日本建材・住宅設備産業協会、日本建築家協会）と共に
参画します。
　今回で 46回を数える本展は、神戸芸術工科大学 松村学長を実行委員長、積水ハウスの上木常務執行役員を
副委員長とし、当団体の平松専務理事も共催委員として入り 開催準備中です。

≪ 展示会の概要 ≫
名 称：【Japan Home & Building Show 2024（ジャパンホーム＆ビルディングショー 2024）】

会 期：2024 年 11 月 20日（水）～ 22日（金）10:00 ～ 17:00

会 場：東京ビッグサイト（有明・東京国際展示場）東展示棟
後　　援：外務省　経済産業省　国土交通省　林野庁

独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）　独立行政法人住宅金融支援機構（順不同）
主 催：一般社団法人日本能率協会
共 催：一般社団法人リビングアメニティ協会　一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会

一般社団法人住宅生産団体連合会　公益社団法人日本建築家協会
来場方法：公式ホームページ：https://www.jma.or.jp/homeshow/tokyo/　をご覧ください。

＜住団連 講演について＞
テ ー マ： “人生 100 年時代の都市デザインと居住環境 ”
講演要旨：人生 100 年時代の多様なライフシーンの実現を支える居住環境

とは、どのようなものでしょうか。本講演では、「センシブルプ
レイスメイキング」、「パラレルライフデザイン」、「エイジレス
なまちづくり」など、新たなアプローチの提示とともに、民間・
市民がリードする「マイクロ・イニシアチブ」による最新の事
例を通して、人と都市のつながりを再構築するソーシャル・イ
ンフラストラクチュアと、それを生み出す都市デザイン・まち
づくりの多様な手法についてお話しします。

講演日時：11月 22日（金）11：40～ 12：30　JHBS ステージ B会場にて

講 演 者：東京科学大学 環境・社会理工学院 建築学系 教授 真野　洋介

＜お問い合せ先＞
展示会全般について：（一社）日本能率協会 ジャパンホーム＆ビルディングショー 事務局 瀧浪・石郷岡・小畑

 　〒 105-8522 東京都港区芝公園 3-1-22　Tel : 03-3434-1988　Email: jhbs@jma.or.jp
講演について など：（一社）住宅生産団体連合会　後藤

　その中で今回も昨年同様に住団連としての
講演枠にて講演を予定しております。会場
内では他に約 50本の講演会と多数の企業が
ブースを構える予定です。9月 25 日より来
場事前登録が開始となっています。ぜひ住団
連の講演と併せてご来場をご検討ください。

真野　洋介 教授
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「こども霞が関見学デー」住宅局ブースへの協力「こども霞が関見学デー」住宅局ブースへの協力
令和6年度令和 6年度

　住宅生産団体連合会は、8月 7日（水）及び 8日（木）に開催された「こど
も霞が関見学デー」の国土交通省住宅局のプログラム内において、『新聞紙タ
ワーで地震に強い家づくりを学ぼう！』をテーマにワークショップを実施いた
しました。
　「こども霞が関見学デー」は、霞が関に所在する文部科学省をはじめとした
28 省庁等が連携し、子供たちを対象に業務説明や職場見学等を行うことで、
子供たちが夏休み期間中に広く社会を知る体験活動の機会とし、親子のふれあ
いを深めることを目的とした取組みです。国土交通省は 2001 年から参加を開
始し、住宅局の参加は 2018 年・2019 年・2023 年に続き、今回で 4回目と
なりました。

真剣にタワーの説明を聞く子供たち 子供たちと談笑される斉藤大臣

【開催概要】
日 時：2024 年 8月 7日（水）～ 8月 8日（木）　10：00～ 16：00

場 所：合同庁舎 3号館 10階講堂
構 成 団 体： （一社）住宅生産団体連合会　　（一社）JBN全国工務店協会　

 （公社）日本建築士会連合会　　（一社）日本建築士事務所協会連合会　
 （公社）日本建築家協会　　（独）都市再生機構　　（独）住宅金融支援機構

テ ー マ：『新聞紙タワーで地震に強い家づくりを学ぼう！』
来 場 者：合計 124 名　（子供 72名、大人 52名）

　ワークショップでは、新聞紙 2枚とセロハンテープを用いて新聞紙タワーを制作し、建物に大切な構造や地
震に強い構造についての知識を学んでいただきました。斉藤国土交通大臣と一緒に学んだり、制作したタワー
を大切に持ち帰る様子もみられ、子供たちが社会を知る体験活動の一部として協力させていただきました。
　こうした活動を通じて、当連合会は安全・安心で快適な住宅と街づくりや、良質な住宅の社会的ストック形
成に努めてまいります。
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住団連の活動・住宅業界の動向

【開催概要】
名 称：「第 36回住生活月間中央イベント 住まいフェス in 香川」

会 期：2024 年 10 月 5日（土）～ 10月 6日（日）来場者数 7,758 名
会 場：①住生活月間中央イベントテーマ展示：10月 5日、6日一般公開（入場無料）　

②テープカットセレモニー：10月 5日（土）9:00 ～ 9:05
③合同記念式典：10月 5日（土）10:30 ～ 11:15
※①②はサンメッセ香川 1 階「大展示場」　
　③はサンメッセ香川 2 階「サンメッセホール」
　（所在地：香川県高松市林町 2217-1）

主 催：住生活月間中央イベント実行委員会

後 援：国土交通省、( 独 ) 住宅金融支援機構、( 独 ) 都市再生機構、香川県、高松市
テ ー マ：未来も日々の暮らしも快適な住まい

－家族や子育てがもっと安心・快適に 耐震で安心、「ZEH」で健康快適－
展 示：中央イベントメーンテーマ展示、第 20回「家やまちの絵本」コンクール入賞作品、

その他関連団体のパネル展示を行いました。

「住生活月間中央イベント 住まいフェス in 香川 」開催報告「住生活月間中央イベント 住まいフェス in 香川 」開催報告
第36回第 36 回

　住生活月間中央イベント実行委員会（委員長 芳井敬一 ( 一社 ) 住宅生産団体連合会会長）は、2024 年 10
月 5日 ( 土 ) ～ 10 月 6日 ( 日 )、香川県高松市のサンメッセ香川にて「第 36回住生活月間中央イベント 住ま
いフェス in 香川」を開催しました。

　同イベントは、住宅に関する最先端かつ充実した情報を全国の消費者に提供し、国民の皆様に住生活や住環
境に関する知識や理解を深めていただくことを目的に 1989 年から実施している展示イベントです。
　高円宮妃殿下はテープカット後、住団連のテーマ展示や関係団体の出展ブースをご視察され、その後の合同
記念式典ではお言葉を述べられました。

合同記念式典であいさつする芳井会長 展示ブースをご視察される高円宮妃殿下
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住生活月間中央イベント実行委員会

第 20 回「家やまちの絵本」コンクール第 20 回「家やまちの絵本」コンクール実施結果の報告実施結果の報告

　第 20回 ｢家やまちの絵本｣ コンクールを実施しし
ましたが、このたび受賞作品を決定いたしました。
　概要は次の通りです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■実施概要
①募集期間：７月 20日から９月 4日 ( 消印有効 )　
②募集部門：
　Ａ）子供の部（小学生以下）
　Ｂ）中学生・高校生の部
　Ｃ）大人の部（１８歳以上）
　Ｄ）子どもと大人の合作の部
　　　（子ども：小学生以下、大人：18歳以上）
　　※Ａ部門：親による製本の手伝い（作品の綴込等）は可
　　※Ａ・Ｂ・Ｃ部門：合作（２人以上の制作者）での応募も可
　　※Ｄ部門：３名以上でも可

③応募総数：1,147 作品
④審査日程：9月 13日（金）
　【審査委員】
　仲綾子（東洋大学 福祉社会デザイン学部 人間環境デザイン学科 教授）　
　志村優子（まちづくりプランナー）
　北方美穂（出版社 編集）
　 島良一（鶴見大学短期大学部 保育科 准教授）
　志村直愛（東北芸術工科大学 芸術学部 歴史遺産学科 教授）
　小澤紀美子（東京学芸大学 名誉教授）
　中澤篤志（国土交通省 住宅局 住宅生産課 木造住宅振興室長）
　相原康生（住宅金融支援機構 マンション・まちづくり支援部 技術統括室長）
　松尾知香（都市再生機構 総務部  広報室長）
　平松幹朗（住宅生産団体連合会 専務理事）　　　　　（敬称略）

■運　営
　【主催】住生活月間中央イベント実行委員会
　【共催】一般社団法人　住宅生産団体連合会
　【後援】国土交通省、文部科学省、住宅金融支援機

構、都市再生機構、北海道・福島県・栃木県・
群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・
新潟県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・
京都府・大阪府・兵庫県・広島県・山口県・
香川県・福岡県・沖縄県の各教育委員会

■表　彰　
①国土交通大臣賞（１作品）
②文部科学大臣賞（２作品）
③住宅金融支援機構理事長賞（１作品）
④都市再生機構理事長賞（１作品）
⑤住生活月間中央イベント実行委員会委員長賞（４作品）
⑥入選作品（各部門上位５作品以内）
副賞：図書カード①～④ 5万円、⑤ 3万円、⑥ 1万円

　10月 5日、住生活月間中央イベント合同記念式典
（於：サンメッセ香川２階サンメッセホール）にて、
国土交通大臣賞、文部科学大臣賞、住宅金融支援機構
理事長賞、都市再生機構理事長賞の受賞者に、賞状と
副賞が授与されました。

審査会の様子

　表彰式参加の上記５作品
のパネル展示を、ショッピ
ングタウンあいたい（神奈
川県横浜市都筑区中川中央
1 丁目 1 番 3 号：横浜市
営地下鉄「センター北駅」
直結）の 3 階イベント広
場横通路にて 11 月末まで
行います。
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■受賞者一覧
受賞 部門 題名 作者 学校等（所属）

国土交通大臣賞 大人の部 ちょうちょ だんち 佐
さ だ

田 夕
ゆ か

佳 主婦（東京都）

文部科学大臣賞
子どもの部 てんとうむしの つぶつぶさがし 長

ながさわ

澤 楓
かえで さいたま市立見沼小学校 2年（埼玉県）

中学生・高校生の部 ハリネズミ？大工のおもちさん 山
やまおか

岡 桜
さくら 福山市立福山中学校 3年（広島県）

住宅金融支援機構理事長賞 子どもの部 うちで わんこは かえません 松
まつやま

山 明
あか り

莉 横浜市立新鶴見小学校 5年（神奈川県）

都市再生機構理事長賞 大人の部 バナナミルクのも
・
と
・

松
まつばら

原 久
く み こ

美子 学校司書（石川県）

橋
はしかわ

川 美
みゆ き

幸 パート（石川県）

住生活月間中央イベント
実行委員会委員長賞

子どもの部 みんなの おうち 長
ながやま

山 葵
きっ か

佳 七松幼稚園年長（兵庫県）

中学生・高校生の部 僕の夢 小
おやま

山 翔
と あ

愛 松戸市立第一中学校 3年（千葉県）

子どもと大人の
合作の部 赤カビくんと 黒カビセンパイ

上
かみおか

岡 実
み な

奈 広島市立三田小学校 4年（広島県）

上
かみおか

岡 樹
じゅ り

里 母（広島県）

子どもと大人の
合作の部 わたしのすきな おうち

樋
ひぐち

口 亜
あ き こ

希子 母（三重県）

樋
ひぐち

口 り
り さ

さ 伊勢市立みなと小学校 1年（三重県）

樋
ひぐち

口 き
き こ

こ ゆたかこども園年中（三重県）

入選

子どもの部

どこに　にげるの？ 柳
やなぎた

田 夏
か ほ

穂 兵庫教育大学附属小学校 2年（兵庫県）

こおにの ツノは どこですか？ 今
いまにし

西 真
まこ と

琴 川崎市立東小倉小学校 5年（神奈川県）

あるくと　みえること 小
お の

野 茉
まあ さ

咲 東大阪市立石切小学校 1年（大阪府）

ぼくの すみたい いえ 鈴
すずき

木 湊
みな と

斗 開智学園開智小学校 1年（埼玉県）

みどり は ともだち 村
むらがき

垣 壮
そうすけ

亮 市川市立妙典小学校 4年（千葉県）

中学生・高校生の部

星
ほし

の街
まち

小
こばやし

林 椛
もみじ 芳賀町立芳賀中学校 2年（栃木県）

ぼくは ポスト 八
やしろ

代 環
たまき 松戸市立第一中学校 3年（千葉県）

音戸おおはしくん 福
ふくもと

本 展
てんだい

大 広島県立呉宮原高等学校 1年（広島県）

海、街 大
お お く ぼ

久保 瑠
るう な

南 福島県立福島西高等学校 1年（福島県）

めだまちょーだい 長
ながはま

濱 一
いち か

花 うるま市立あげな中学校 3年（沖縄県）

大人の部

山小屋讃歌 安
あんどう

藤 邦
くに お

緒 無職（岐阜県）

はなちゃんちの かぞくかいぎ 山
やまもと

本 佳
か よ

代 会社員（高知県）

ぽぽぽ の会 髙
たかはし

橋 俊
としひで

英 パート（福岡県）

おばあちゃんのおうち 本
ほんだ

田 遥
はるか アルバイト（群馬県）

子どもと大人の
合作の部

カンタ と ポン
堀
ほりい

井 貫
かん た

汰 所沢市立中央小学校 2年（埼玉県）

堀
ほりい

井 さ
さ や か

やか 母（埼玉県）

天使になったお姉ちゃん達が
教えてくれたこと

稲
いなば

葉 柊
しゅう 下野市立南河内小中学校 4年（栃木県）

稲
いなば

葉 由
ゆ か り

香里 母（栃木県）

ぼくのおうちへ おいで！
小
こいで

出 咲
さき 母（埼玉県）

小
こいで

出 陽
ひ な の

菜乃 東昌第二保育園年長（埼玉県）

いえ から いえ へ

前
まえはら

原 昊
こう き

輝 四日市市立富田小学校 2年（三重県）

前
まえはら

原 理
りょ う

陽 エンゼル幼稚園 2歳児クラス（三重県）

前
まえはら

原 あ
あ ゆ み

ゆみ 母（三重県）

ハシビロコウと なかまたち
宇
う だ が わ

田川 萌
もえ こ

子 母（埼玉県）

宇
う だ が わ

田川 陽
ひ な

菜 川口市立芝富士小学校 5年（埼玉県）

■受賞作品の表紙（一部）

文部科学大臣賞文部科学大臣賞
こどもの部こどもの部

「「てんとうむしのてんとうむしの
つぶつぶさがしつぶつぶさがし」」

文部科学大臣賞文部科学大臣賞
中学生・高校生の部中学生・高校生の部

「ハリネズミ？「ハリネズミ？
大工のおもちさん大工のおもちさん」」

都市再生機構都市再生機構
理事長賞理事長賞

「バナナミルクの「バナナミルクのもも
・・
とと
・・
 」 」

国土交通大臣賞国土交通大臣賞 住宅金融支援機構住宅金融支援機構
理事長賞理事長賞

「うちで わんこは 「うちで わんこは 
かえませんかえません」」
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8 月 23日 経営者の住宅景況感調査（令和 6年度第 2回）報告

新着情報（ホームページの公表情報）

https://www.judanren.or.jp/

9 月 6日 経済対策要望並びに令和 7年度施策要望（税制・予算・規制合理化）

9月 9日 「第 36回住生活月間中央イベント 住まいフェス in 香川 」開催のお知らせ

9月 10日 「2023 年度 戸建注文住宅の顧客実態調査」報告

9月 12日 2024 年　建築関係法令の整備に関する要望

9月 13日 「住まいの性能図鑑 -もっと知りたい省エネ住宅」を発行

8月 29日 令和 6年度 第 2回 住宅業況調査報告

10月 18日 第 20回「家やまちの絵本」コンクール　審査結果の発表
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